
平
成
16
年
6
月
の
消
防
法
お
よ
び
土
岐

市
火
災
予
防
条
例
の
改
正
に
よ
り
、
一
般

住
宅
（
戸
建
住
宅
、
マ
ン
シ
ョ
ン
、
ア
パ

ー
ト
、
店
舗
な
ど
併
用
住
宅
の
住
宅
部
分
）

に
火
災
警
報
器
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ

ま
し
た
。 

・
新
築
住
宅
：
平
成
18
年
6
月
1
日
か
ら 

・
既
存
住
宅
：
平
成
23
年
5
月
31
日
ま
で
に 

★
な
ぜ
火
災
警
報
器
が
必
要
な
の
か
？ 

 
        

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
火
災
の
発
生
を

早
期
に
知
ら
せ
、
住
宅
火
災
に
よ
る
死
者

を
無
く
す
た
め
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
が

義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。 

★
消
防
署
で
は
販
売
し
て
い
ま
せ
ん
！ 

火
災
警
報
器
は
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な

ど
で
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。
購
入
の
目
安

と
し
て
は
、
鑑
定
マ
ー
ク
・
N
S
マ
ー
ク

が
付
い
て
い
る
も
の
を
選
び
ま
し
ょ
う
。 

・
新
築
、
改
築
を
計
画
の
方
は
、
住
宅
メ

ー
カ
ー
や
地
域
の
工
務
店
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。 

・
個
人
で
も
容
易
に
取
り
付
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
が
、
設
置
を
依
頼
す
る
場
合
に

は
、
工
事
内
容
を
よ
く
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

★
悪
質
な
業
者
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！ 

「
消
防
署
の
方
か
ら
来
ま
し
た
。
各
家

庭
に
火
災
警
報
器
の
設
置
が
義
務
付
け
ら

れ
ま
し
た
。
」
と
い
っ
て
不
当
な
価
格
で

売
り
つ
け
る
訪
問
販
売
な
ど
の
悪
質
な
業

者
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

「
す
ぐ
に
」
と
か
「
こ
の
警
報
器
を
取
り

付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
な
ど
と
設
置

を
迫
る
業
者
に
対
し
て
は
、
注
意
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。「
特
定
商
取
引
に
関
す
る

法
律
」
に
基
づ
く
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
制

度
の
対
象
で
あ
り
、
契
約
後
、
一
定
の
期

間
は
、
契
約
解
除
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

住
宅
火
災
警
報
器
に
つ
い
て
の
お
問
い
合

わ
せ
な
ど
詳
し
く
は
、市
消
防
本
部
・
北
消

防
署（
　
○53　
0
1
1
9
）・
南
消
防
署（
　
○58　

0
1
1
9
）へ
ど
う
ぞ
。 


